
今回、この点からも公開することといたします。

その際、現在、作成の図面をそのまま掲載することについて、いくつか支障があると思われますので、
以下の点を修正して公開してください。
・図面に施工業者、区割図、資材状況が記載されているものは、削除願います。
・作業段階で、図面を複数作成している事務所は、１枚に統一願います。
・表記されるものは、優先除雪道路及びアクセス先の施設までとします。
・施設名の表記がない図面は追加してください。
・今後の作業は、１９日までに道路環境課へ提出。課内確認をさせていただきますので、
その後２４～２６日で公開としてください。（前回の成果品納品フォルダ内に新たにフォルダを作成しました。）
・公開あたり、様々なご要望をいただくことが想定されます。道路選定の根拠として以下の内容も合わせて公開してください。

埼玉県地域防災計画　第３編風水害編　第５章　雪害対策　抜粋
「異常な積雪に伴い、除雪能力が大幅に制限されることを想定し、
優先的に除雪すべき路線（防災活動拠点施設、警察署、消防署、災害時に拠点となる病院施設等の沿線）をあらかじめ選定し、
管内関係機関で共有しておくものとする。」

県市町庁舎　

１　本庄市役所

２　美里町役場

３　神川町役場

４　上里町役場

５　本庄県土整備事務所

６　本庄地方庁舎

医療施設

１　本庄総合病院

２　岡病院

３　本庄市休日急患診療所

警察署

１　本庄警察署

２　児玉警察署

消防本部

１　児玉郡市広域消防本部

　緊急輸送道路

　重要施設へのアクセス路

大雪災害時の重要施設

優先除雪道路

平成26年2月の大雪を受け、この度、埼玉県では地域防災計画の見直しを行い、

この中で、大雪時の対応について、優先除雪道路を選定することとしました。

ここで、優先除雪道路は、地域防災計画に規定しているもののほか、緊急輸送道路等を指定しています。

（参考）埼玉県地域防災計画 第3編風水害編 第5章 雪害対策 抜粋

「異常な積雪に伴い、除雪能力が大幅に制限されることを想定し、

優先的に除雪すべき路線（防災活動拠点施設、警察署、消防署、災害時に拠点となる病院施設等の沿線）を

あらかじめ選定し、管内関係機関で共有しておくものとする。」
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大雪時の優先除雪道路
大雪時とは...

大雪特別警報が発令された場合 または 豪雪（積雪深６０ｃｍ以上）が予想される場合
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